
 

 

営業目標の改定について（６月１日改定追加） 

関連：交渉情報第 85号（2017.5.29） 

 

 郵便局会社信越支社営業本部は、本日（6月 8日）「営業目標の改定について（６月

１日改定追加）」について地方本部に説明してきました。 

 

１．目標額の改定局 

    １５局（局別の改定額については、支社資料参照） 

 

２．改定日 

    ２０１７年６月１日（木） 

 

地方本部では、なぜ追加となったのか質したところ、本来５月末に情報提供するべ

きものが、支社郵便・物流営業部と金融営業部のデータ受け渡しに行き違いがあった

ためとしており、各郵便局の営業戦略や推進状況等にも関わることから、今後、この

ようなことが無いように強く申し入れ、本件を了としました。 

 

  

  なお、労使の扱いは職場労使委員会（窓口）・部会労使委員会（窓口）です。 

※ 職場周知については、個人目標にも影響する場合があることから、労使委員

会開催前に行なうことも「可」とします。 
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